
2018年度安全報告書 

 

させぼバス株式会社 

 

 弊社においては、輸送の安全を確保するために、以下の通り社長以下全社員が一体となって

取り組んでまいります。 

 

1. 輸送の安全に関する基本的な方針 

 

1. させぼバス株式会社社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深

く 認識し、安全運転に関する法令を遵守し、社員に対し関係法令の遵守と安全第

一が 最も重要であるという意識を徹底させます。 

2. させぼバス株式会社の社員は、安全運転に関する法令を遵守し運輸安全マネジメ

ン トの着実な実施を行うことにより、輸送の安全性の向上に努めます。 

3. 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。  

4.  させぼバス株式会社は、常に輸送の安全確保に努めます。 

 

2. 輸送の安全に関する達成状況及び結果 

2018年度 実績 

項目 目標 結果 備考 

重大事故ゼロ 0件 0件 目標達成 

有責事故 50％削減（対前年度） 0件 0件 59％増 

    ※2019年度の重大事故発生件数は実績ゼロで目標達成。 

     有責事故は 44件発生。前年度 50％減目標（26件以下）は大幅増。 

2019年度 目標 

項目 目標 前年度 備考 

重大事故ゼロ 0件 0件  

有責事故 50％削減（対前年度） 22件 44件  

    

3. 自動車事故報告第 2条に規定する事故統計 

2018年度に自動車事故報告規定により報告した事故 0件 

 

4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

別表（1）参照 

 



5. 安全管理規定 

別表（2）参照 

 

6. 輸送の安全に関する重点施策 

・輸送の安全の確保について、関係法令に定められた事項を遵守すること。 

・輸送の安全に関する情報について、連絡体制を確立し必要な情報を伝達、共有するこ

と。 

・輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に 実施

すること。  

・輸送の安全を図るために必要な費用の支出について、経営の状況によって可能な 範囲

で効率的に行うよう計画的に実施すること。  

・輸安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。 

 

7. 輸送の安全に関する教育実績及び計画 

・別表（3）参照 

 

8. 輸送の安全に関する内部監査及びそれを踏まえた措置内容 

2019 年 3 月 19 日に交通局・させぼバスの統括運行管理者により内部監査を実施。

その結果、特に異常はなく、おおむね適正に実施されているということで改善要求事項等

は見られませんでした。 

 

9. 輸送の安全に講じた（講じようとする）措置 

今後は、させぼバス株式会社運輸マネジメントの基本的な方針の基、PDCA のチェック機

能を強化し、継続的な安全性の向上に取り組みます。 

 

10. 安全統括管理者 

   取締役運輸課長  大谷 陽一 


